
                                                                                                     

千葉市情報公開・個人情報保護審議会への諮問等の処理状況 
 

                                                                 令和 5 年３月３１日現在 

 

１ 平成 17年４月１日一部改正前の千葉市情報公開条例の規定に基づく諮問（旧千葉市情報公開審議会への諮問） 
 

諮問 

番号 
年 月 日 件     名 所 管 課 処理状況 備 考 

１ H10. 2. 2   
情報公開制度の運営に関する重要事項につい

て「千葉市における情報公開制度のあり方」 

市長（総務局総務部

市政情報課） 

答申 

(H11. 7. 1) 

旧公開条例 

15条 

２ H16. 4.18 
情報公開に関する重要事項について「千葉市に

おける情報公開制度のあり方」 

市長（総務局総務部

総務課） 

答申 

(H16.11.18) 

改正前公開

条例 27条 

 
 

２ 平成 17年４月１日全部改正前の千葉市個人情報保護条例の規定に基づく諮問等（旧千葉市個人情報保護制度

運営審議会への諮問等） 
 

（１）諮問事項 

諮問 

番号 
年 月 日 件     名 実施機関 処理状況 備 考 

１ H8. 3.22 
電子計算機処理に係る個人情報の提供について 

「職員福利厚生事務で取り扱う電子計算機処理」 

市長（総務局総務

部職員課） 

答申 

(H8. 3.29) 

旧保護条例 

10条 2項 

２ H8. 3.22 
通信回線による電子計算機の結合について 

「職員福利厚生事務に係る個人情報」 

市長（総務局総務

部職員課） 

答申 

(H8. 3.29) 

旧保護条例 

10条 3項 

３ H9. 8.19 

通信回線による電子計算機の結合について 

「インターネットによる個人情報が含まれる市政

情報」 

市長（企画調整局

高度情報化推進

室） 

答申 

(H9. 9.18) 

旧保護条例 

10条 3項 

４ H10. 5.13 

通信回線による電子計算機の結合について 

「千葉市インターネットによる個人情報が含まれ

る市政情報」 

人事委員会 

答申 

(H10. 7. 3) 

旧保護条例 

10条 3項 

５ H10. 5.18 農業委員会 

６ H10. 5.19 
千葉市選挙管理

委員会 

７ H10. 5.20 監査委員 

８ H10. 5.26 
消防長（消防局総

務部総務課） 

９ H10. 5.29 
市長（総務局総務

部市政情報課） 

10 H10. 5.29 
教育委員会（教育

総務部総務課） 

11-16 H10. 5.25 
各区選挙管理委

員会 

17 H10. 5.29 
固定資産評価審

査委員会 

18 H11.11.29 

通信回線による電子計算機の結合について 

「千葉市ハーモニープラザホームページによる個

人情報が含まれる市政情報」 

市長（市民局生活

文化部女性行政

推進室） 

答申 

(H11.12.21) 

旧保護条例 

10条 3項 

19 H15. 7.14 

通信回線による電子計算機の結合について 

「住民基本台帳事務（住民基本台帳ネットワークシ

ステム）に係る個人情報」 

市長（市民局市民

部区政課） 

答申 

(H15. 8. 1) 

旧保護条例 

10条 3項 

20 H16. 4.28 

個人情報保護制度の運営に関する重要事項につい

て 

「千葉市における個人情報保護制度のあり方」 

市長（総務局総務

部総務課） 

答申 

(H16.11.30) 

旧保護条例 

35条 

 

（２）報告と意見 

報告

番号 
年 月 日 件     名 所 管 課 処理状況 備 考 

１ H8. 4. 1 

個人情報の収集について 

「市民相談事務（結婚相談）における宗教等の個

人情報」 

市長（市民局市民

部地域振興課） 

意見 

(H9. 9.18) 

保護条例 

7条 4項 

２ H8. 4. 1 

個人情報の収集について 

「児童に関する相談援助活動における宗教等の個

人情報」 

市長（保健福祉局

保健福祉推進部

児童相談所） 

意見 

(H9. 9.18) 

保護条例 

7条 4項 

 



３ 現行条例の規定に基づく諮問等 
 

（１）諮問事項 

諮問 

番号 
年 月 日 件     名 所 管 課 処理状況 備 考 

１ H17. 8.12 

電子計算機処理に係る個人情報の提供について 

「国民年金保険料未納者対策に係る個人情報（所

得情報）の磁気媒体による社会保険庁への提供」 

市長（保健福祉局

高齢障害部保険

年金課） 

答申第１号 

(H17. 8.30) 

保護条例 

10条 2項 

２ H18. 3.22 

個人情報の本人以外からの収集について 

「個人情報の本人収集の原則の例外の類型」 

個人情報の目的外の利用又は提供について 

「個人情報の目的外の利用又は提供の禁止の例外

の類型」 

市長（総務局総務

部総務課） 

答申第２号 

(H18. 3.31) 

保護条例 

7条 2項 9号 

8条 1項 6号 

３ H18.11. 6 

個人情報の目的外の提供について 

「診療報酬明細書、調剤報酬明細書、介護給付費

明細書及び介護保険受給者台帳に記載されている

個人情報の財団法人医療経済研究・社会福祉協会

への目的外の提供」 

市長（保健福祉局

保健福祉総務課） 

答申第３号 

(H18.11.21) 

保護条例 

8条 1項 6号 

４ H20. 1.29 

個人情報の電子計算機処理について 

「市営住宅入居者等にかかる個人情報（暴力団員

等情報）の電子計算機処理」 

市長（都市局建築

部住宅整備課） 

答申第４号 

(H20. 2.13) 

保護条例 

10条 1項 

５-10 H20. 3.28 

電子計算機処理に係る個人情報の提供について 

「裁判員候補者・検察審査員候補者）予定者名簿

の調製に係る個人情報（有権者等情報）の磁気媒

体による裁判所等への提供」 

各区選挙管理委

員会 

答申 

第５～10号 

(H20. 5.16) 

保護条例 

10条 2項 

11 H20.12.26 

個人情報の目的外の提供について 

「災害時要援護者名簿に記載されている個人情報

の民生委員、消防団長及び各区町内自治会連絡協

議会会長への目的外の提供」 

市長（保健福祉局

高齢障害部高齢

福祉課） 

取下げ 

(H21. 2.6) 

保護条例 

8条 1項 6号 

12 H21. 1.28 

通信回線による電子計算機の結合について 

「千葉県が整備した医療情報提供システムによ

り、千葉市で管理している医療施設、薬局等に関

する個人情報を千葉県、船橋市、柏市と結合」 

市長（保健福祉局

健康部保健所総

務課） 

答申第 11号 

(H21. 2.13) 

保護条例 

10条 3項 

13 H24. 7. 5 

電子計算機処理に係る個人情報の提供について 

「災害時要援護者名簿に記載されている個人情報

の一部事務組合消防指令事務協議会へ提供」 

市長（保健福祉局

高齢障害部高齢

福祉課） 

答申第 12号 

(H24. 7.20) 

保護条例 

10条 2項 

14 H24. 7.12 
個人情報に関する重要事項について 

「千葉市死者に関する情報の開示請求取扱基準」 

市長（総務局総務

部政策法務課） 

答申第 13号 

(H24. 7.20) 

設置条例 

2条 1号 

15 H25. 7. 3 

通信回線による電子計算機の結合について 

「指定居宅サービス事業者等に関する個人情報を

千葉県と結合」 

市長（保健福祉局

高齢障害部介護

保険課 他） 

答申第 14号 

(H25. 8. 1) 

保護条例 

10条 3項 

16 H25. 7. 4 
個人情報に関する重要事項について 

「（仮称）避難行動要支援者名簿に関する条例」 

市長（総務局危機

管理課） 

答申第 15号 

(H25. 8. 1) 

設置条例 

2条 1号 

17 H26. 7.30 
個人情報に関する重要事項について 

「特定個人情報保護評価」 

市長（総務局情報

経営部業務改革

推進課 他） 

答申第 17号 

(H27. 2. 6) 

答申第 20号 

(H27. 8.27) 

答申第 21号 

(H27.10.26) 

答申第 22号 

(H27.12.24) 

設置条例 

2条 1号 

18 H26. 7. 30 

個人情報の目的外の利用又は提供について 

「個人情報の目的外の利用又は提供の禁止の例外

の類型」 

市長（総務局総務

部政策法務課） 

答申第 16号 

(H26. 7.31) 

保護条例 

8条 1項 6号 

19 H27. 2. 6 

個人情報に関する重要事項について 

「番号法制定等に伴う千葉市個人情報保護条例の

一部改正」 

市長（総務局総務

部政策法務課） 

答申第 18号 

(H27. 2. 6) 

設置条例 

2条 1号 

20 H27. 3.25 

個人情報の目的外の提供について 

「千葉市と東京大学との共同研究における国保デ

ータベース（ＫＤＢ）システムに記録されている

個人情報の東京大学への提供」 

市長（総合政策局

総合政策部統計

課） 

答申第 19号 

(H27. 3.25) 

保護条例 

8条 1項 6号 

 



諮問 

番号 
年 月 日 件     名 所 管 課 処理状況 備 考 

21 H28.8.18 

通信回線による電子計算機の結合について 

「千葉市コンビニ交付システムにおいて保有する

個人情報を地方公共団体情報システム機構と結合」 

市長（市民局市民

自治推進部区政

推進課 他） 

答申第 23号 

(H28.9.15) 

保護条例 

10条 3項 

22 H28.8.19 
個人情報に関する重要事項について 

「特定個人情報保護評価」 

市長（保健福祉局

高齢障害部介護

保険課 他） 

答申第 24号 

(H28.9.15) 

設置条例 

2条 1号 

23 H29.1.18 
個人情報に関する重要事項について 

「特定個人情報保護評価」 

市長（保健福祉局

健康部健康保険

課 他） 

答申第 25号 

(H29.2.21) 

設置条例 

2条 1号 

24 H29.8.17 
個人情報に関する重要事項について 

「千葉市個人情報保護条例の一部改正」 

市長（総務局総務

部政策法務課） 

答申第 26号 

(H29.9.1) 

設置条例 

2条 1号 

25 H30.7.25 
個人情報に関する重要事項について 

「千葉市個人情報保護条例の一部改正」 

市長（総務局総務

部政策法務課） 

答申第27号 

(H30.8.14) 

設置条例 

2条 1号 

26 R1.7.19 

個人情報の本人収集の原則の例外について 

「個人情報の本人収集の原則の例外の類型化(ド

ライブレコーダー)」 

市長（総務局総務

部政策法務課） 

答申第28号 

(R1.8.15) 

保護条例 

7条 2項 9号 

27 R1.7.23 
個人情報に関する重要事項について 

「特定個人情報保護評価の再実施」 

市長（財政局税務

部課税管理課） 

答申第29号 

(R2.1.30) 

設置条例 

2条 1号 

28 R1.6.5 
個人情報に関する重要事項について 

「特定個人情報保護評価の再実施」 

市長（保健福祉局

高齢障害部介護

保険管理課） 

答申第29号 

(R2.1.30) 

設置条例 

2条 1号 

29 R2.6.26 
個人情報に関する重要事項について 

「特定個人情報保護評価の再実施」 

市長（保健福祉局

医療衛生部健康

保険課） 

答申第31号 

（R2.12.3） 

設置条例 

2条 1号 

30 R2.8.20 
個人情報の本人収集の原則の例外について 

「来園者の画像データの収集」 

市長（都市局公園

緑地部動物公園） 

答申第30号 

（R2.9.15） 

保護条例 

7条 2項 9号 

31 R2.11.11 
個人情報に関する重要事項について 

「特定個人情報保護評価の再実施」 

市長（市民局市民

自治推進部区政

推進課） 

答申第32号 

（R3.9.13） 

設置条例 

2条 1号 

32 R3.8.19 

個人情報の本人収集の原則の例外について 

「災害現場での状況判断や安全管理体制の評

価・検証、人材育成のため、消防活動状況を収集

すること」 

消防長（消防局警

防部警防課） 

答申第33号 

（R4.2.1） 

保護条例 

7条 2項 9号 

33 R3.8.25 
個人情報に関する重要事項について 

「特定個人情報保護評価の再実施」 

市長（保健福祉局

医療衛生部健康

保険課） 

答申第34号 

（R4.9.7） 

設置条例 

2条 1号 

34 R4.1.24 

個人情報の本人収集の原則の例外について 

「客引き行為等禁止区域に設置したカメラで客

引き行為を撮影し、客引き行為等に特有の歩行の

際の姿勢等の歩行の態様を収集すること」 

市長（市民局市民

自治推進部地域

安全課） 

取下げ 

（R4.10.12） 

保護条例 

7条 2項 9号 

35 R4.7.24 

個人情報の保護に関する法律の改正に伴う

千葉市における個人情報保護制度の見直し

について 

市長（総務局総

務部政策法務

課） 

答申第35号 

（R4.9.9） 

設置条例 

2条 1号 

 

（２）報告と意見 

報告

番号 
年 月 日 件     名 所 管 課 処理状況 備 考 

１ H20. 1.29 

個人情報の収集について 

「生活保護法施行関係事務等における暴力団員に

関する個人情報の収集」 

市長（保健福祉局

地域保健福祉課、

各区社会援護課） 

意見１ 

(H20. 2.13) 

保護条例 

7条 4項 

２ H22.10.18 

個人情報の収集について 

「市街化調整区域での寺院の建築を目的とした開発

許可事務における宗教に関する個人情報の収集」 

市長（都市局都市

部宅地課） 

意見２ 

(H23. 2. 8) 

保護条例 

7条 4項 

３ H23.12.28 

個人情報の収集について 

「墓地等経営許可事務における宗教に関する個人

情報の収集」 

市長（保健福祉局

健康部生活衛生

課、保健所環境衛

生課） 

意見３ 

(H24. 2. 8) 

保護条例 

7条 4項 



４ R1. 7.23 

国等との通信回線による電子計算機の結合につい

て 

「千葉市が保有する森林に係る個人情報を千葉県

森林クラウドと通信回線による電子計算機の結合

を行い、千葉県に提供すること」 

市長（経済農政局

農政部農政セン

ター農業経営支

援課） 

意見なし 
保護条例 

10条 4項 

５ R2. 1. 9 

国等との通信回線による電子計算機の結合につい

て 

「地域ポイント制度（ちばシティポイント）」実証

実験の八千代市との共同実施にあたり、ポイント

管理システムを共有するために、通信回線による

電子計算機の結合を行い、参加者の個人情報を八

千代市と共有すること」 

市長（総合政策局

総合政策部政策

調整課） 

意見４ 

(R2.2.7) 

保護条例 

10条 4項 

 


